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１. はじめに 

 米国特許クレームは、一般に、プリアンブル（preamble）、移行部（transition）、及び本体（body）を含む形態で

記載されます。プリアンブルには発明の前提となる事項やカテゴリが記載されます。移行部には、comprising、

essentially consisting of、又は consisting of等のタームが用いられ、プリアンブルと本体を橋渡しする機能を有し

ています。本体には、発明の特徴となる構成要件が列記されます。 

 

 一般に、クレーム発明のプリアンブル部の文言がクレームを限定するか否かは、ケース毎に、クレーム全体および

特許明細書に記載された発明を考慮して決定されます（Storage Tech. Corp. v. Cisco Sys., Inc., 329 F.3d 823, 831 

(Fed. Cir. 2003)）。 
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米国特許クレームのプリアンブルの記載に関する留意事項 


